
 

 

 

施設利用(入園)のご案内 
 

☆入所申し込み方法 

☆施設利用料 

☆サービス内容 

☆施設利用料１ヶ月分のめやす 
            
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

和敬園 
 

                  （202４年１０月１日改正） 

 

※短期入所介護（ショートステイ）ご利用の方には 

別途「しおり」をご用意いたします。 

 



 

 

松楓会のシンボルマーク 

 

 

 

中央の Sは松楓会の頭文字。内側の輪は利用者・職

員を表し、外側の輪は地域社会を表しています。周

囲に松の葉をデザイン化し、宇宙への発展を表現し

ています。全体としては、『陽が昇る』を象徴した

ものです。 

 

和敬園の基本理念 

 

利用者の尊厳を守り、自立支援とその人らしさ

を大切に「愛」と「励まし」のサービスを提供し

ます。 
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事業所番号 1374900072 

 

名称   社会福祉法人 松楓会 

介護老人福祉施設和敬園 

住所     〒197-0801 

東京都あきる野市菅生 1159 番地 

Tel   ０４２－５５８－７０１2 

Fax  ０４２－５５８－６５８１ 

 

 

 



 

１ 

 

 

☆お申込み前の確認事項 

 

１、和敬園は特別養護老人ホームです。 

（介護保険制度下では介護老人福祉施設と呼びます） 

和敬園は病院ではありません。生活の場です。その為、医師による診

察は１週間に１度の診察となります。施設では不可能な検査や治療を

ご希望の場合は外来受診や入院加療が必要です。常時介護を必要とさ

れている方で在宅では生活が難しい方がお過ごしいただける生活の

場所です。 

 

２、和敬園では以下の場合、医療体制上お受入れが出来ません。 

   ①インスリン注射を要している方 

   ②鼻腔栄養の方 

   ③人工透析をされている方 

   ④継続的な点滴（ＩＶＨを含む）が必要な方 

   ⑤男性の尿バルーン 

   ⑥延命措置 

 

３、ご入所となりますと、お家を引っ越される事と同じ事になります。 

住所は施設の住所に移すことになります。（転入または転居手続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 

 

 

☆和敬園入所お申し込み方法 

 

１、要介護３～５と認定された方がご入所の対象となります。 

 

２、入所申込書等の書類をお渡ししますので、ご記入の上、ご提出ください。 

  ※和敬園のホームページからダウンロードができます。 

※ご希望により、郵送も対応いたします。 

 

３、施設見学＝施設内やサービス内容をご案内し、重要事項をご説明します。

日程についてはご相談下さい。その際に、生活状況など、お尋ねします。      

（事前にご見学の日程をご相談ください。） 

 

４、お客様の状況（要介護度や認知障害の程度等）や介護者の状況、住宅の

状況などを勘案して入所判定評価基準により優先度を判定します。                   

 

５、入所検討委員会において「和敬園入所指針」に沿って、個別に受入を検

討し、入所順位を決定します。 

（緊急性・優先度・性別・ベッドの特性・地域の特性 

配慮すべき事項等が勘案されます。） 

 

６、ベッドに空きが出た際、入所検討委員会の決定に従って、入所のご案内

をさせていただきます。 

 

７、施設とお客様との相談の上、入所日を決定します。 

 

８、「施設ガイド」等必要書類をお送りしますので、内容をご確認の上、 

入所の準備をすすめていただきます。 

（行政手続、お荷物のまとめ等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ 

 

 

◆利用料  別紙にてご案内します。 

（介護保険法の改正等で利用料が変更される場合がございます。） 

  

◆成年後見制度や地域福祉権利擁護事業など、利用ご希望の際はご相談くだ 

さい。 

 

◆入所されましたら、疑問に思うこと、不安、希望、相談苦情など、遠慮な 

く職員にお話し下さい。 

そのほか、受付にご意見箱・各階に投書箱も設置しております。 

               

苦情相談窓口 月～金 10:00～16:00 

 

◆入所後は、できるだけ、ご面会をお願いします。お客様の安心と気分転換 

につながります。 

面会時間 10：00～17：00（事前予約制） 

 

◆入所後、施設衛生管理上、ご面会の際はマスクの着用、手洗い、手指消毒、

うがいに、ご協力をおねがいします。また、ご面会の方で発熱・咳・下痢・

嘔吐・発疹のいずれかの症状のある方は面会をお断りしております。感染症

（新型コロナウイルス、インフルエンザやノロウイルス等）流行の動向によ

ってはご面会自粛のご協力や非接触の面会方法に変更をさせて頂く場合が

ございます。 

 

◆面会時に差し入れをお持ちの際には、必ず職員にお声掛けください。 

 

 

◆分からないことがございましたら、遠慮なくお尋ねください。 
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【契 約 書 別 紙】     （令和６年１０月１日施行） 

介護老人福祉施設利用料金表          
 

 
１、法定料金  （５級地  １単位＝１０．４５円） 
 

＊自己負担割合が２割の方は、下記の自己負担額を２倍に 
自己負担割合が３割の方は、下記の自己負担額を３倍にして見て下さいますようお願いします。 
 

（１）施設利用料（単位：1 日あたり） 
①基本単位数（該当する要介護度を算定） 

要介護度 単 位 自己負担額（１０％） 

要介護１ ５８９ 約６１５円 
要介護２ ６５９ 約６８８円 
要介護３ ７３２ 約７６４円 
要介護４ ８０２ 約８３８円 
要介護５ ８７１ 約９１０円 

②加算単位数（要件を満たす場合、全員の方に加算）・・・（自己負担額１０％表示） 
加算項目 要 件 単 位 自己負担額 

安全対策体制加算 
（入所時 1 回に限り算定）  

事故発生防止のための指針、発生時における報

告、分析を通じ改善策を周知徹底する体制整備 
事故発生防止のための委員会及び研修の定期

的な実施。安全対策担当者を定めている 

２０ 約２１円 

精神科医療養指導加算 精神科医による月２回以上の療養指導   ５ 約５円 
栄養マネジメント強化加算 管理栄養士を複数名配置し、栄養ケア計画を作成 

計画内容等の情報を厚生労働省に提出（LIFE） 
し適切かつ有効な実施のために必要な情報を

活用 

１１ 約１２円 

看護体制（Ⅰ） 常勤の正看護師１名を配置   ４ 約４円 
看護体制（Ⅱ） 利用者 25 名に対して 1 名の看護師を配置   ８ 約８円 
夜勤職員配置加算（Ⅰ） 基準配置の夜勤者の数に加えて１名以上配置  １３ 約１４円 
夜勤職員配置加算（Ⅲ） 
 
※（Ⅰ）もしくは（Ⅲ）を算定 

（Ⅰ）に加えて、喀痰吸引等の実施ができる看

護職員又は介護職員(特定行為認定資格者)を
配置 

 １６ 約１７円 

日常生活継続支援加算（Ⅰ） 
１、①～③のいずれかと 
２、が該当する場合 
 

１、①要介護度４・５の方＝７０％以上 
  ②自立度Ⅲ以上の方＝６５％以上 
  ③痰の吸引等が必要な方＝１５％以上 
２、介護福祉士を６：１以上配置 

 
 
 
３６ 

 
 
 
約３８円 

サービス提供体制強化（Ⅰ） 
サービス提供体制強化（Ⅱ） 
サービス提供体制強化（Ⅲ） 
（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれかを算定） 
注意(日常生活継続支援を算定時は算定不可) 

（Ⅰ）以下の①～③のいずれかに該当した場合 
①介護福祉士が８０%以上 
②勤続１０年以上の介護福祉士か３５%以上 

③サービスの質の向上に資する取り組みを 

実施している 
（Ⅱ）介護福祉士が６０％以上 
（Ⅲ）以下の①～③のいずれかに該当した場合 
 ①介護福祉士が５０％以上 
 ②常勤職員が７５％以上 
 ③勤続 7 年以上が３０％以上 

(Ⅰ)２２ 
 
 
 
 
(Ⅱ)１８ 
(Ⅲ) ６ 
 

約２３円 
 
 
 
 

約１９円 
約６円 
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口腔衛生管理加算（Ⅰ） 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術

的助言・指導に基づき、衛生管理の計画を作

成、歯科衛生士による管理を月２回以上実

施。介護職員への助言、指導が行われている。 

 (月単位) 
９０ 

 
 

 
約９４円 

 
 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） （Ⅰ）に加え口腔衛生等の管理に係る計画内容

等の情報を厚生労働省に提出し（LIFE）口

腔衛生の管理の実施に当たって、適切かつ有

効な実施のために必要な情報を活用 

(月単位) 
１１０ 

 
約１１５円 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 厚生労働省に心身の状況に係る基本情報を提

出（LIFE）適切かつ有効な実施のために必要

な情報を活用 

(月単位) 
４０ 

 
約４２円 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） （Ⅰ）に加えて疾病等の状況の情報を厚生労 
働省に提出している 

(月単位) 
５０ 

 
約５３円 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 
 
 
 

（Ⅱ）  

・（Ⅱ）の要件を満たし、業務改善の取り組み

による成果が確認される。 
・見守り機器を複数導入している。 
 
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保

及び職員の負担軽減に資する方策を検討する

ための委員会や必要な対策を行っている。 
・見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導

入している。 
・業務改善の取り組みによる効果を示すデー

タを提供する。 

(月単位) 
１００ 

 
 
(月単位) 

１０ 
 

約１０５円 
 
 
 

約１１円 

協力医療機関連携加算 協力医療機関との間で、入所者の病歴などの

情報を共有する会議を定期的に開催する。 
(月単位) 

５０ 
令和7年3/31
迄は100単位 

約５２円 
 
令和 7 年 3/31
迄約１０５円 

高齢者施設等感染対策向上加算

（Ⅰ） 
第二種協定指定医療機関との間で新興感染症

等の発生時の対応を行う体制を整備、また医

療機関が行う研修または訓練に年１回参加。 

(月単位) 
１０ 

約１０円 

高齢者施設等感染対策向上加算

（Ⅱ） 
３年に１回施設内で感染者が発生した場合の

対応に係る実地指導を受けている。 
(月単位) 

５ 
約５円 

③その他の加算項目と単位数（該当する方に加算） 
項 目 要 件 単 位 自己負担額 

初期加算 ・入所後３０日以内の期間 
・病院又は診療所に３０日を超えて入院し、 
施設に退院した場合 

 
 

３０ 

 
 

約３２円 
外泊加算 
（月に６日を限度に算定） 

病院又は診療所への入院を要した場合および居

宅における外泊を認めた場合に算定 
 

２４６ 
 
約２５７円 

療養食加算 
(経口移行・維持加算時も算

定） 

医師の指示に基づく規程の治療食を提供し、管

理栄養士等又は栄養士により管理される 
場合 

(１食) 
  ６ 

(1 日 3 食 
18 単位) 
約１９円 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 
認知症専門ケア加算（Ⅱ） 
（Ⅰ・Ⅱのいずれかを算定） 

・認知症の方の割合 1/2 以上で専門的チームケア 
・（Ⅰ）の要件を満たし、基準以上の専門的人員を 

配置している場合 

   ３ 
  
   ４ 

約３円 
 
約４円 
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認知症チームケア推進加算

（Ⅰ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
認知症チームケア推進加算

（Ⅱ） 

・利用者の半数が日常生活に対する注意を必要

とする入所者である 
・認知症の早期対応に資する認知症介護の指導

に係る専門的な研修を修了している、またはケ

アプログラムを含んだ研修を受けている者が１

名以上かつ、複数の介護職員からなる対応チー

ムを組んでいる。 
・認知症の症状の評価を計画的に行い、チーム

ケアを実施、会議や計画の作成、振り返り等を

実施している。 
 
（Ⅰ）の要件のうち、研修終了者において「認知

症介護にかかる専門的な研修」を受けている。 

(月単位) 
１５０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(月単位) 
１２０ 

約１５７円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
約１２６円 

個別機能訓練加算（Ⅰ） 機能訓練指導員配置し、個別機能訓練計画書を

作成 
１２ 約１３円 

個別機能訓練加算（Ⅱ） （Ⅰ）算定の上、計画内容等の情報を厚生労働

省に提出し訓練の実施に当たって適切かつ有効

な実施のために必要な情報を活用 

(月単位) 
２０ 

約２１円 

経口維持加算（Ⅰ） 経口により食事を摂取する方が、著しい摂食機

能障害を有し誤嚥が認められるために、医師は

歯科医師の指示に基づき各職種が共同して栄養

管理をするための食事の観察及び会議等を行い

継続的な食事摂取を進めるための経口維持計画

を作成 

(月単位) 
 ４００ 

 
約４１８円 

経口維持加算（Ⅱ） 
・イ及びロ又は経口移行加算を 

算定していない事 

上記（Ⅰ）に加え、食事観察及び会議に医師、

歯科医師、歯科衛生士または言語聴覚士のいず

れか１名以上が加わり、質の高い経口維持計画

を策定した場合。 

 (月単位) 
 １００ 

 
約１０５円 

ADL 維持等加算（Ⅰ） イ 評価対象利用期間が 6 月を超える利用者総

数が 10 人以上であること 
ロ 利用者全員について利用開始月と当該月の

翌月から起算して 6 月目においてﾊﾞｰｾﾙ・ｲﾝ

ﾃﾞｯｸｽ（動作評価法）を適切に評価出来る者

がADL値を測定し測定した日が属する月ご

とに厚生労働省に提出 
ハ 評価対象利用者等の調整済みADL利得を平

均して得た値が１以上 

(月単位) 
３０ 

 
約３２円 

ADL 維持等加算（Ⅱ） （Ⅰ）のイとロの要件をみたしており、評価対 
象利用者等の調整済み ADL 利得を平均して得 
た値が３以上であること。 

(月単位) 
６０ 

 
約６３円 

排せつ支援加算（Ⅰ） イ 排せつに介護を要する入所者ごとに要介護

状態の軽減の見込みについて医師又は医師

と連携した看護師が施設入所時等に評価す

るとともに３ケ月に一回以上評価を行い、そ

の評価結果等を厚生労働省に提出（LIFE） 
ロ イの評価の結果、支援の軽減が見込まれる者

について、計画を作成し支援を継続 
ハ イの評価に基づき３ケ月に１回、入所者ごと

に計画を見直す 

(月単位) 
１０ 

 
約１１円 
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排せつ支援加算（Ⅱ） （Ⅰ）の算定要件を満たしている施設において 
・入所時等と比較して排尿・排便の状態の少な

くとも一方が改善し、いずれにも悪化がない 
・又はおむつ使用ありから使用なしに改善 

(月単位) 
１５ 

 
約１６円 

排せつ支援加算（Ⅲ） （Ⅰ）の算定要件を満たしている施設において 

（Ⅱ）同様に排せつ状態の改善し悪化なく 
   かつ、おむつ使用から使用なしに改善 

(月単位) 
２０ 

 
約２１円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 
※褥瘡ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅱ)を 

算定している方は除く 

（同意必須） 

褥瘡管理に係る質の向上を図るため、多職種協 
働により褥瘡管理を要する要因の分析を踏ま 
えた褥瘡ケア計画の作成、計画の基づく管理の 
実施と評価と結果を踏まえた計画の見直し、厚 
生労働省へその情報を提出（LIFE）有効な実 
施のために必要な情報を活用 

(月単位) 
３ 

 
約４円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 
※褥瘡ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(Ⅰ)を 

算定している方は除く 

 

（Ⅰ）の要件を施設が満たしている上で、入所 
時等の評価結果で褥瘡発生のリスクがあるとさ 
れた入所者について褥瘡の発生のないこと 
入所時にあった褥瘡の治癒後に再発がないこと 

(月単位) 
 １３ 

 
約１４円 

看取り介護加算（Ⅰ） 
（退所した日の翌日から死亡日までの 

 間は算定しない） 

・常勤の看護師を１名以上配置し、２４時間の

連絡体制を確保し、入所者又はその家族等に

説明し、同意を得ている場合 
・医師が医学的知見に基づき回復の見込みがな

いと判断した場合 
・ケア計画を策定しチームが協働してケアが行

なわれている場合 
死亡日以前 31 日以上 45 日以下 
死亡日以前 4 日以上 30 日以下 
死亡日の前日及び前々日 
死亡日 

 
 
 
 
 
 
 

７２ 
１４４ 
６８０ 

１２８０ 

 
 
 
 
 
 
 
約７６円 

約１５１円 
約７１１円 

約１３３８円 
自立支援促進加算 多職種共同により自立支援促進を要する分析を 

踏まえた支援計画を作成し実施、評価、見直し 
厚生労働省へその情報を提出（LIFE）有効な実 
施のために必要な情報を活用 
医師が定期的に全利用者に対する医学的評価及

びリハビリテーション、日々の過ごし方等につ

いてのアセスメントを実施している 

(月単位) 
３００ 

 
約３１４円 

在宅復帰支援機能加算 家族や居宅介護支援事業所と連携して調整を行った場合 １０ 約１１円 

介護職員等処遇改善加算 
（令和６年６月～） 

（Ⅰ）１月につき+所定単位×140/1000 
（Ⅱ）１月につき+所定単位×136/1000 
（Ⅲ）１月につき+所定単位×113/1000 
（Ⅳ）１月につき+所定単位× 90/1000 
※尚経過措置期間中においては 
（Ⅴ）１月につき+所定単位× 90/1000 

施設の体制により 
（Ⅰ）～（Ⅴ）の 

いずれかを算定 
 

④食費・居住費（１日あたり） 
食費  所得に応じた市区町村の減免制度あり １６６０円 

多床室居住費 所得に応じた市区町村の減免制度あり 
（外泊時費用を算定している期間も加算） ９１５円 

個 室居住費 所得に応じた市区町村の減免制度あり 
（外泊時費用を算定している期間も加算） １２３１円 
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（１）日常生活費   ２５０円 （１日） 
《内訳》通帳・預かり金管理、印鑑管理、事務代行手続き 

（２）文書保管料   １００円 （１日） 
 
 

 
（３）個別サービス利用料金 
          サービス項目 単 位 金 額 
入院時室料  （病院に入院期間中の居室確保料） １ 日   ５００円 
私物保管料 
（入院中の私物保管料） １ 日 ２５０円 

希望の病院への通院および入退院時の援助・手続き 
※本人または家族の希望の病院への通院・入退院の場合 １ 回 ３０００円 

個人の依頼による入院中の病院へ出向いての援助 
（衣類交換・事務手続き・相談等） １ 回 １０００円 

個人の希望による外出・通院等の付き添い 
     （ただしタクシー等の利用で交通費は実費） １時間 ２５００円 

退院後、病院に出向いての支払い代行 １ 回 １０００円 
病院に薬を取りに行った場合 １ 回 １０００円 
個人の依頼による買い物等代行業務 １ 回 １０００円 
個人的な電化製品の電気料（１製品につき） １ 日 １５円 
テレビリース（電気代含む） １ 日 ２００円 

アクティビティ活動費 
（参加時の材料費） 

書道クラブ １  回 実費相当額 
わくわく体操 １  回 実費相当額 
その他 １  回 実費相当額 

オプション行事 １ 回 内容により参加費設定 
外出セット A（リハビリパンツ２枚、尿取りパッド２枚、おしりふき、使い捨て手袋） 1 セット ６６０円 
外出セット B（テープ止めおむつ２枚、尿取りパッド２枚、おしりふき、使い捨て手袋） 1 セット ６６０円 
外泊セット A（リハビリパンツ２枚、尿取りパッド６枚、おしりふき、使い捨て手袋） １セット ７８０円 
外泊セット B（テープ止めおむつ２枚、尿取りパッド６枚、おしりふき、使い捨て手袋） １セット ７８０円 
特別な食事  実費相当額 
おやつ代 ※土、日曜日のご用意はありません。 １ 回  １１０円 
土日おやつ※嗜好品でご希望される場合提供日が土日となります。 １ 回   ５０円 
理美容  実費相当額 
各種予防接種  実費相当額 
生活用品・被服などの個人的経費  実費相当額 

 
（４）文書料 
          サービス項目 単 位 金 額 

在園証明書 １ 通 ５００円 
   生計同一証明書 １ 通 ５００円 

   文書等のコピー代 １ 枚 １０円 
介護保険自己負担請求書・領収証 等 再発行 １ 枚       １００円 

＊成年後見制度での診断書は、直接、嘱託医師または掛かりつけ医とご相談下さい。 

 

《内訳》郵送物その他の書類を施設で保管・管理 
毎月の請求領収書及び、郵送物を家族または代理人へ送付 



 

9 

 

 

 
６、お支払い方法 
  毎月、１５日までに前月分のご請求額を計算します。 

  お支払いの方法は、施設口座へのお振込み又は施設指定の金融機関のご本人名義口座より、毎月

２０日に自動引落としをさせていただきます。 

  請求書はご郵送いたしますが、お支払い前に請求金額を確認されたい場合は、施設へのご連絡を

お願いいたします。 

 

☆サービス内容 
 項目 サービス内容 

居室 居室は個室（従来型）、多床室（４人室）があります。 

お客様のご希望を伺っておりますが、個室又は多床室の選

択については、ご本人様の状態や施設の判断で変更する場

合がございます。 

食事 朝食   ７：３０～ ８：３０ 

昼食  １２：００～１３：００ 

夕食  １８：００～１９：００ 

原則、各階の食堂でお召し上がりいただきます。 

※体調やご希望等状況に応じて可能な範囲で個別対応も

行います。 

入浴 週に２回入浴していただけます。 

ただし、身体の状況により清拭となる場合があります。 

介護 施設サービス計画に沿って介護を行います。 

（洗面・着替え・排泄・食事等の介助、体位変換、 

おむつ交換、シーツ交換、施設内の移動の付き添い等） 

栄養ケア 個別の栄養ケア計画書に沿って行ないます。 

個別機能訓練 個別機能訓練計画に沿って生活訓練を行ないます。 

生活相談 

健康相談 他 

 

生活や身体に関する質問や、色々な心配事に対しサービス

スタッフ、ケアマネージャー、ライフカウンセラー、看護

師、栄養士、リハビリワーカー等がご相談に応じます。 

健康管理 年間１回健康診断を行います。また、医師、看護師による

診察や療養ケアを受けることができます。口腔衛生の管理

についても計画的に行います。 

レクリエーション 四季折々の行事、趣味的活動、交流を行ないます。 

（ご家族をご招待しての行事や懇談会も開催します。） 
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☆施設利用料１ヶ月分のめやす（和敬園 ２０２４．１０．１～） 

介護保険負担限度額認定証をお持ちの方 

【第１段階】   住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給の方・生活保護を受給されている方 
 
（個室） 

介護度 
基本負担額 

（１日） 

その他加算 

（１日） 

文書保管料 

（１日） 

食費 

（１日） 

居住費 

（１日） 
１日合計 ３０日合計 

１ ¥６１６ ¥１５０ ¥１００ ¥３００ ¥３８０ ¥１，５４６ ¥４６，３８０ 

２ ¥６８９ ¥１５０ ¥１００ ¥３００ ¥３８０ ¥１，６１９ ¥４８，５７０ 

３ ¥７６５ ¥１５０ ¥１００ ¥３００ ¥３８０ ¥１，６９５ ¥５０，８５０ 

４ ¥８３８ ¥１５０ ¥１００ ¥３００ ¥３８０ ¥１，７６８ ¥５３，０４０ 

５ ¥９１１ ¥１５０ ¥１００ ¥３００ ¥３８０ ¥１，８４１ ¥５５，２３０ 

 

（多床室）  

介護度 
基本負担額 

（１日） 

その他加算 

（１日） 

文書保管料 

（１日） 

食費 

（１日） 

居住費 

（１日） 
１日合計 ３０日合計 

１ ¥６１６ ¥１５０ ¥１００ ¥３００ ¥０ ¥１，１６６ ¥３４，９８０ 

２ ¥６８９ ¥１５０ ¥１００ ¥３００ ¥０ ¥１，２３９ ¥３７，１７０ 

３ ¥７６５ ¥１５０ ¥１００ ¥３００ ¥０ ¥１，３１５ ¥３９，４５０ 

４ ¥８３８ ¥１５０ ¥１００ ¥３００ ¥０ ¥１，３８８ ¥４１，６４０ 

５ ¥９１１ ¥１５０ ¥１００ ¥３００ ¥０ ¥１，４６１ ¥４３，８３０ 

 

【第２段階】世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が、市区町村民税を課税されていない方で合計所 
得金額と税年金収入額と非課税年金収入額(遺族年金と障害年金)の合計が年間 80万円以下、 
かつ、預貯金額が単身：650 万円、夫婦：1,650万円以下の方 

 
（個室） 

介護度 
基本負担額 

（１日） 

その他加算 

（１日） 

文書保管料 

（１日） 

食費 

（１日） 

居住費 

（１日） 
１日合計 ３０日合計 

１ ¥６１６ ¥１５０ ¥１００ ¥３９０ ¥４８０ ¥１，７３６ ¥５２，０８０ 

２ ¥６８９ ¥１５０ ¥１００ ¥３９０ ¥４８０ ¥１，８０９ ¥５４，２７０ 

３ ¥７６５ ¥１５０ ¥１００ ¥３９０ ¥４８０ ¥１，８８５ ¥５６，５５０ 

４ ¥８３８ ¥１５０ ¥１００ ¥３９０ ¥４８０ ¥１，９５８ ¥５８，７４０ 

５ ¥９１１ ¥１５０ ¥１００ ¥３９０ ¥４８０ ¥２，０３１ ¥６０，９３０ 

 

（多床室）  

介護度 
基本負担額 

（１日） 

その他加算 

（１日） 

文書保管料 

（１日） 

食費 

（１日） 

居住費 

（１日） 
１日合計 ３０日合計 

１ ¥６１６ ¥１５０ ¥１００ ¥３９０ ¥４３０ ¥１，６８６ ¥５０，５８０ 

２ ¥６８９ ¥１５０ ¥１００ ¥３９０ ¥４３０ ¥１，７５９ ¥５２，７７０ 

３ ¥７６５ ¥１５０ ¥１００ ¥３９０ ¥４３０ ¥１，８３５ ¥５５，０５０ 

４ ¥８３８ ¥１５０ ¥１００ ¥３９０ ¥４３０ ¥１，９０８ ¥５７，２４０ 

５ ¥９１１ ¥１５０ ¥１００ ¥３９０ ¥４３０ ¥１，９８１ ¥５９，４３０ 
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【第３段階①】世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が、市区町村民税を課税されていない方で合計
所得金額と税年金収入額と非課税年金収入額(遺族年金と障害年金)の合計が年間 80 万円超か
ら 120 万円以下、かつ預貯金額が単身：550 万円、夫婦：1,550 万円以下の方 

 
（個室） 

介護度 
基本負担額 

（１日） 

その他加算 

（１日） 

文書保管料 

（１日） 

食費 

（１日） 

居住費 

（１日） 
１日合計 ３０日合計 

１ ¥６１６ ¥１５０ ¥１００ ¥６５０ ¥８８０ ¥２，３９６ ¥７１，８８０ 

２ ¥６８９ ¥１５０ ¥１００ ¥６５０ ¥８８０ ¥２，４６９ ¥７４，０７０ 

３ ¥７６５ ¥１５０ ¥１００ ¥６５０ ¥８８０ ¥２，５４５ ¥７６，３５０ 

４ ¥８３８ ¥１５０ ¥１００ ¥６５０ ¥８８０ ¥２，６１８ ¥７８，５４０ 

５ ¥９１１ ¥１５０ ¥１００ ¥６５０ ¥８８０ ¥２，６９１ ¥８０，７３０ 

 
（多床室） 

介護度 
基本負担額 

（１日） 

その他加算 

（１日） 

文書保管料 

（１日） 

食費 

（１日） 

居住費 

（１日） 
１日合計 ３０日合計 

１ ¥６１６ ¥１５０ ¥１００ ¥６５０ ¥４３０ ¥１，９４６ ¥５８，３８０ 

２ ¥６８９ ¥１５０ ¥１００ ¥６５０ ¥４３０ ¥２，０１９ ¥６０，５７０ 

３ ¥７６５ ¥１５０ ¥１００ ¥６５０ ¥４３０ ¥２，０９５ ¥６２，８５０ 

４ ¥８３８ ¥１５０ ¥１００ ¥６５０ ¥４３０ ¥２，１６８ ¥６５，０４０ 

５ ¥９１１ ¥１５０ ¥１００ ¥６５０ ¥４３０ ¥２，２４１ ¥６７，２３０ 

 
 
【第３段階②】世帯の全員(世帯分離している配偶者を含む)が、市区町村民税を課税されていない方で合計
所得金額と税年金収入額と非課税年金収入額(遺族年金と障害年金)の合計が年間 80 万円超から 120 万円
超、かつ預貯金額が単身：500 万円、夫婦：1,500 万円以下の方 
 
（個室） 

介護度 
基本負担額 

（１日） 

その他加算 

（１日） 

文書保管料 

（１日） 

食費 

（１日） 

居住費 

（１日） 
１日合計 ３０日合計 

１ ¥６１６ ¥１５０ ¥１００ ¥１，３６０ ¥８８０ ¥３，１０６ ¥９３，１８０ 

２ ¥６８９ ¥１５０ ¥１００ ¥１，３６０ ¥８８０ ¥３，１７９ ¥９５，３７０ 

３ ¥７６５ ¥１５０ ¥１００ ¥１，３６０ ¥８８０ ¥３，２５５ ¥９７，６５０ 

４ ¥８３８ ¥１５０ ¥１００ ¥１，３６０ ¥８８０ ¥３，３２８ ¥９９，８４０ 

５ ¥９１１ ¥１５０ ¥１００ ¥１，３６０ ¥８８０ ¥３，４０１ ¥１０２，０３０ 

 

（多床室） 

介護度 
基本負担額 

（１日） 

その他加算 

（１日） 

文書保管料 

（１日） 

食費 

（１日） 

居住費 

（１日） 
１日合計 ３０日合計 

１ ¥６１６ ¥１５０ ¥１００ ¥１，３６０ ¥４３０ ¥２，６５６ ¥７９，６８０ 

２ ¥６８９ ¥１５０ ¥１００ ¥１，３６０ ¥４３０ ¥２，７２９ ¥８１，８７０ 

３ ¥７６５ ¥１５０ ¥１００ ¥１，３６０ ¥４３０ ¥２，８０５ ¥８４，１５０ 

４ ¥８３８ ¥１５０ ¥１００ ¥１，３６０ ¥４３０ ¥２，８７８ ¥８６，３４０ 

５ ¥９１１ ¥１５０ ¥１００ ¥１，３６０ ¥４３０ ¥２，９５１ ¥８８，５３０ 
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介護保険負担限度額認定証がない方  ※負担の割合は 1 割～３割負担がございます。 
 

介護サービス費負担割合１割（「負担割合証」をご確認ください） 
 
（個室）  

介護度 
基本負担額 

（１日） 

その他加算 

（１日） 

文書保管料 

（１日） 

食費 

（１日） 

居住費 

（１日） 
１日合計 ３０日合計 

１ ¥６１６ ¥１５０ ¥１００ ¥１，６６０ ¥１２３１ ¥３，７５７ ¥１１２，７１０ 

２ ¥６８９ ¥１５０ ¥１００ ¥１，６６０ ¥１２３１ ¥３，８３０ ￥１１４，９００ 

３ ¥７６５ ¥１５０ ¥１００ ¥１，６６０ ¥１２３１ ¥３，９０６ ¥１１７，１８０ 

４ ¥８３８ ¥１５０ ¥１００ ¥１，６６０ ¥１２３１ ¥３，９７９ ¥１１９，３７０ 

５ ¥９１１ ¥１５０ ¥１００ ¥１，６６０ ¥１２３１ ¥４，０５２ ¥１２１，５６０ 

 

（多床室） 

介護度 
基本負担額 

（１日） 

その他加算 

（１日） 

文書保管料 

（１日） 

食費 

（１日） 

居住費 

（１日） 
１日合計 ３０日合計 

１ ¥６１６ ¥１５０ ¥１００ ¥１，６６０ ¥９１５ ¥３，４４１ ¥１０３，２３０ 

２ ¥６８９ ¥１５０ ¥１００ ¥１，６６０ ¥９１５ ¥３，５１４ ￥１０５，４２０ 

３ ¥７６５ ¥１５０ ¥１００ ¥１，６６０ ¥９１５ ¥３，５９０ ¥１０７，７００ 

４ ¥８３８ ¥１５０ ¥１００ ¥１，６６０ ¥９１５ ¥３，６６３ ¥１０９，８９０ 

５ ¥９１１ ¥１５０ ¥１００ ¥１，６６０ ¥９１５ ¥３，７３６ ¥１１２，０８０ 

 
介護サービス費負担割合２割（「負担割合証」をご確認ください） 
 
（個室）   

介護度 
基本負担額 

（１日） 

その他加算 

（１日） 

文書保管料 

（１日） 

食費 

（１日） 

居住費 

（１日） 
１日合計 ３０日合計 

１ ¥１，２３２ ¥３００ ¥１００ ¥１，６６０ ¥１２３１ ¥４，５２３ ¥１３５，６９０ 

２ ¥１，３７８ ¥３００ ¥１００ ¥１，６６０ ¥１２３１ ¥４，６６９ ¥１４０，０７０ 

３ ¥１，５３０ ¥３００ ¥１００ ¥１，６６０ ¥１２３１ ¥４，８２１ ¥１４４，６３０ 

４ ¥１，６７６ ¥３００ ¥１００ ¥１，６６０ ¥１２３１ ¥４，９６１ ¥１４９，０１０ 

５ ¥１，８２２ ¥３００ ¥１００ ¥１，６６０ ¥１２３１ ¥５，１１３ ¥１５３，３９０ 

 
（多床室） 

介護度 
基本負担額 

（１日） 

その他加算 

（１日） 

文書保管料 

（１日） 

食費 

（１日） 

居住費 

（１日） 
１日合計 ３０日合計 

１ ¥１，２３２ ¥３００ ¥１００ ¥１，６６０ ¥９１５ ¥４，２０７ ¥１２６，２１０ 

２ ¥１，３７８ ¥３００ ¥１００ ¥１，６６０ ¥９１５ ¥４，３５３ ¥１３０，５９０ 

３ ¥１，５３０ ¥３００ ¥１００ ¥１，６６０ ¥９１５ ¥４，５０５ ¥１３５，１５０ 

４ ¥１，６７６ ¥３００ ¥１００ ¥１，６６０ ¥９１５ ¥４，６５１ ¥１３９，５３０ 

５ ¥１，８２２ ¥３００ ¥１００ ¥１，６６０ ¥９１５ ¥４，７９７ ¥１４３，９１０ 

◎その他加算には、上記の他に、療養食加算・入院・外泊時加算・初期加算等が別途かかる場合があります。 

◎ご利用料の他に、医療機関受診費・薬剤費・売店喫茶ご利用費・理美容ご利用費・おやつ代等の個別の費用につきましては、

別途お支払いが生じます。 


